
広 報 や わ た 令和　年（　　年）　月（　） 第   号 市政ニュース ４ 1220227 713

開催日 番号 時　間 内　容 定　員 場　所
12月９日
(金)

① 午前10時～11時

◆インボイス
　制度説明会

◆登録申請
　相談会

各回とも20人
※参加無料。

宇治税務署別館大会議室
(宇治市大久保町井ノ尻
60‒３)
※ご来場の際は公共交通
機関をご利用ください。

② 午後２時～３時
12月23日
(金)

③ 午前10時～11時
④ 午後２時～３時

１月13日
(金)

⑤ 午前10時～11時
⑥ 午後２時～３時

１月20日
(金)

⑦ 午前10時～11時
⑧ 午後２時～３時

※②、③、⑥、⑦のインボイス制度説明会は、消費税の仕組みから知りたい人向けの
内容です。

　

個
人
住
民
税
は
、
個
人
市
町
村
民

税
お
よ
び 

府
民
税
を
合
わ
せ
た
も

の
で
、
１
月
１
日
現
在
で
従
業
員
等

が
居
住
す
る
市
町
村
で 
徴
収
さ
れ

ま
す
。

　

徴
収
方
法
の
う
ち
、
給
与
支
払
者

（
事
業
主
）
が
所
得
税
の
源
泉
徴
収

と
同
様
に
従
業
員
等
に
支
払
う
毎
月

の
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
差
し
引

き
、
市
町
村
に
納
入
す
る
特
別
徴
収

制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

原
則
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務

が
あ
る
事
業
主
は
、
特
別
徴
収
義
務

者
と
し
て
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
、

役
員
等
を
含
む
す
べ
て
の
従
業
員
等

の
個
人
住
民
税
を
特
別
徴
収
す
る
こ

と
が
法
令
等
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
（
事
業
主
や
従
業
員
等
の
意
思

に
よ
る
徴
収
方
法
の
選
択
は
で
き
ま

せ
ん
）。

　

個
人
住
民
税
の 

特
別
徴
収
を
実

施
さ
れ
て
い
な
い 

給
与
支
払
者
（
事

業
主
）
は
、
法
令
に
基
づ
く 

適
正
な

特
別
徴
収
の
実
施
を 

お
願
い
し
ま

す
。

▲

特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト

・
個
人
住
民
税
の
税
額
計
算
は
市
町

村
が
行
い
ま
す
。
所
得
税
の
よ
う
に

事
業
主
の
皆
さ
ん
が
税
額
の
計
算
や

年
末
調
整
を
す
る
手
間
が
か
か
り
ま

せ
ん
。

・
従
業
員
の
皆
さ
ん
は
、
金
融
機
関

に
出
向
い
て
納
税
す
る
手
間
が
省

け
、
納
付
を
忘
れ
る
等
の
心
配
は
あ

り
ま
せ
ん
。

・
年
税
額
を
12
回
に
分
け
て
支
払
う

た
め
、
納
期
が
年
４
回
で
あ
る
普
通

徴
収
（
納
税
義
務
者
が
直
接
納
付
）

よ
り
１
回
あ
た
り
の
負
担
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。

▲

手
続
き
等

　

毎
年
１
月
31
日
ま
で
に
給
与
支
払

報
告
書（
総
括
表
・
個
人
別
明
細
書
）

を
該
当
市
町
村
へ
提
出
す
る
際
に
、

総
括
表
等
に
「
特
別
徴
収
」
す
る
旨

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
給
与
支
払
報
告
書
（
総
括

表
・
個
人
別
明
細
書
）
に
は
、
給
与

支
払
者
の
法
人
番
号
（
個
人
事
業
主

の
場
合
は
個
人
番
号
）、
従
業
員
等

の
個
人
番
号
の
記
載
が
必
要
で
す
。

記
載
方
法
等
詳
し
く
は
従
業
員
等
の

住
所
地
の
市
町
村
住
民
税
担
当
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を
お
願
い
し
ま
す

京
都
府
内
全
市
町
村
と
京
都
府
で
は
、

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を
推
進
し
て
い
ま
す

事業主の皆さんへ

問
税
務
課
市
民
税
係
（
☎
９
８
３
・
１
１
１
３
、
９
８
３
・
２
１
６
４
）

　

償
却
資
産
（
事
業
用
資
産
）

と
は
、
土
地
・
家
屋
以
外
の
事

業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
有
形
固
定
資
産
で
、
構
築
物

や
機
械
お
よ
び
装
置
、
備
品
等

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

１
月
１
日
現
在
で
市
内
に
事

業
用
の
資
産
を
所
有
ま
た
は
市

内
の
事
業
所
に
償
却
資
産
を
賃

貸
し
て
い
る
個
人
ま
た
は
法
人

は
、
償
却
資
産
の
申
告
が
必
要

で
す
。
期
限
間
近
に
な
る
と
大

変
混
雑
し
ま
す
。
令
和
５
年
１

月
中
旬
ま
で
の
早
期
申
告
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▲

提
出
先

　

令
和
３
年
度
申
告
分
か
ら
提

出
先
が
京
都
地
方
税
機
構
に
変

わ
り
、
京
都
市
を
除
く
京
都
府

内
の
市
町
村
分
の
申
告
書
等
を

同
機
構
へ
一
括
で
提
出
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た（
郵
送
可
）。

　

た
だ
し
、
同
機
構
に
一
括
で

提
出
さ
れ
る
場
合
で
も
、
申
告

書
は
償
却
資
産
が
所
在
す
る
市

町
村
ご
と
に
分
け
て
作
成
し
て

く
だ
さ
い
。

※
前
年
度
に
申
告
さ
れ
た
人
に

は
、
同
機
構
か
ら
12
月
中
旬
に

申
告
案
内
ハ
ガ
キ
ま
た
は
申
告

書
な
ど
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

※
電
子
申
告
（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）

で
申
告
さ
れ
る
人
は
、
償
却
資

産
の
所
在
す
る
市
町
村
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
償
却
資
産
申
告
書
な
ど
の
様

式
は
、
京
都
地
方
税
機
構
ま
た

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手

で
き
ま
す
。

問
京
都
地
方
税
機
構

　

業
務
課
償
却
資
産
担
当
（
☎
４
１
４
・
４
５
０
３
）

　

市
税
務
課
資
産
税
係
（
☎
９
８
３
・
２
４
８
０
）

提
出
期
限
は
令
和
５
年
１
月
31
日（
火
）ま
で

償却資産の申告書等は京都地方税機構に提出を

消費税インボイス制度説明会のご案内
　令和５年10月から導入される消費税の
適格請求書等 保存方式（インボイス制
度）の説明会と登録申請相談会が開催さ
れます。
　インボイスを発行するためには、税務

署への登録申請が必要となるなど、事前
の準備が必要です。
　参加希望者は、開催日前日の午後５時
までに宇治税務署に電話で予約してくだ
さい。

問宇治税務署法人課税第１部門（☎0774‒44‒4452）

　

市
・
府
民
税
（
第
４
期
分
）、

国
民
健
康
保
険
料（
第
７
期
分
）

の
納
期
限
は
12
月
28
日
（
水
）

で
す
。
納
期
限
ま
で
に
市
税
等

取
扱
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
、

ス
マ
ホ
決
済（
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ 

Ｐ
ａ
ｙ
）、
市
役
所

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
（
市
税

等
取
扱
金
融
機
関
お
よ
び
コ
ン

ビ
ニ
は
、
納
付
書
の
裏
面
に
記

載
し
て
い
ま
す
）。
ま
た
、
口

座
振
替
を
ご
利
用
の
人
は
残
高

の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
申
し
込
み
を
ご

希
望
の
人
は
、
引
き
落
と
し
を

希
望
さ
れ
る
月
の
前
月
15
日
ま

で
に
口
座
振
替
依
頼
書
を
市
税

等
取
扱
金
融
機
関
（
市
外
の
金

融
機
関
に
は
依
頼
書
が
な
い
場

合
あ
り
）
や
税
務
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
ご
利
用
の

場
合
は
、
直
接
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
ず

滞
納
と
な
っ
た
場
合
は
、
督
促

状
（
督
促
手
数
料
１
０
０
円
を

加
算
）
を
送
付
後
、
京
都
地
方

税
機
構
に
徴
収
権
限
を
移
管
し

ま
す
。

▲

納
付
済
通
知
書
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
料
を
口
座
振

替
ま
た
は
納
付
書
に
よ
り
納
入

の
人
全
員
に
、
所
得
税
ま
た
は

市
・
府
民
税
の
申
告
に
利
用
で

き
る
納
付
済
通
知
書
を
令
和
５

年
１
月
末
に
送
付
し
ま
す
。

市
税
等
の
納
付
は

便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

問税務課収納係（☎983‒2481）

■12月のマイナンバーカード
　出張支援窓口日程表
　

▲

受付時間　午前９時30分～正午
　　　　　　　午後１時30分～４時30分
※イズミヤ八幡店
①は午前10時30分～午後４時30分
②は午前10時～午後５時
※長町南集会所と八幡人権・交流セ
ンターは午前10時～午後４時。
場　所 日　程

生涯学習センター １日・８日・15日・22日
の各木曜日

男山公民館 ２日・９日・16日・23日
の各金曜日

八幡人権・交流セ
ンター ３日(土)

橋本公民館 ５日・19日の各月曜日
志水公民館 ６日(火)

イズミヤ八幡店① 10日(土)・11日(日)
（八幡市実施分）

イズミヤ八幡店② 26日(月)･27日(火)
（京都府実施分）

美濃山コミュニテ
ィセンター 12日(月)

長町南集会所 13日(火)
山柴公民館 20日(火)

　

最
大
２
万
円
分
の
ポ
イ
ン
ト
が
も

ら
え
る
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
12
月

末
ま
で
に
申
請
し
た
人
が
対
象
と
な

り
ま
す
。
お
早
め
に
ご
申
請
く
だ
さ

い
。マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
出
張
窓
口
開
設
中

　

市
民
課
窓
口
や
市
内
の
公
民
館
な

ど
で
申
請
サ
ポ
ー
ト
窓
口
を
開
設
し

て
い
ま
す
。
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
な
人

は
、
本
人
確
認
書
類
を
持
っ
て
、
お

越
し
く
だ
さ
い
。

※
年
内
の
市
民
課
窓
口
は
12
月
28
日

（
水
）
午
後
５
時
15
分
ま
で
。

※
公
民
館
な
ど
で
実
施
し
て
い
る
申

請
出
張
窓
口
を
利
用
す
る
場
合
は
、

実
施
日
の
前
日
ま
で
に
市
民
課
へ
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。

※
左
の
表
の
イ
ズ
ミ
ヤ
八
幡
店
②
の

日
程
を
希
望
す
る
人
は
、
23
日（
金
）

ま
で
に
府
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
新

規
申
請
サ
ポ
ー
ト
へ
電
話
（
☎
 ０
５

０
・
１
７
４
８
・
５

７
８
４
）
ま
た
は
こ

ち
ら
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
予
約
し
て
く
だ

さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を

さ
れ
る
人
が
増
え
て
お
り
、
申
請
か

ら
交
付
ま
で
約
２
カ
月
間
を
要
し
て

お
り
ま
す
。
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ

さ
い
。

問市民課マイナンバーフリーダイヤル（☎0120‒038‒614）

マイナンバーカードの
申請期限は12月末まで

マイナポイント第２弾


